
東京都消費生活基本計画における
消費者教育に関する取組

令和４年度実績・令和５年度予定
（令和５年２月時点）
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１ 学校教育における消費者教育の推進

○成年年齢引き下げに伴う諸課題に関する指導の充実に向けた研修会の実施
・全都立高校等を対象に実施し、学校全体で消費者教育の推進を図ることの重要性につ
いて、教員の理解を促進
○消費者教育コーディネーターによる出前講座及び教材等の活用の周知
・校長連絡会等にて周知

（１）高等学校等での取組

○学校向け消費者教育事業について、区市町村教育委員会の指導主事等へ説明
・教員のための消費者教育講座、消費者教育ＤＶＤ、消費者教育コーディネーター
の活用 等
〇消費者教育教材等の送付についての周知
・区市町村教育委員会を通じ、周知

（２）小中学校等での取組

○成年年齢引下げに伴う啓発チラシ（※①）、消費者教育・啓発ノート（※②）の
配布
・都内全高校２年生及び保護者向けに同時配布 12万部

（３）保護者等に向けた取組

令和４年度の主な取組実績 資料３－①



3

※① 成年年齢引下げに伴う啓発チラシ ※② 消費者教育・啓発ノート
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○教員講座（受講者数延べ1,075人）
・講義10回、実験３回×２を会場及びオンライン配信で実施
・「成年年齢引下げ」などタイムリーなテーマを設定、最近の消費者問題の事例紹
介や消費者教育教材の解説など、具体的な内容や手法を取り入れて実施

（４）教員への研修等支援
資料３－③

令和２年度
･事業の広報
･学校相談の対応
･消費者教育コーディネート

令和３年度
･若者参加型事業との連携
･教育庁との連携の進展
･教科教育研究会との連携

令和４年度
･学校広報の改善
･中学校担当の設置
･アクティブ･ラーニングの構築
･若者参加事業との連携の継続

（５）消費者教育コーディネーターの配置

内 容 令和２年度 令和３年度 令和４年度

広報活動
＊教員向け広報、各種委員会、校長会等における広報活動の件数 16件 14件 23件

（７）

個別相談
＊中学校・高等学校の教員、管理職からの相談に対応した件数 16件 30件 54件

（21）

学校コーディネート
＊コーディネートから消費者教育の実施につながった学校の数 ３校 12校 22校

（８）

調査・分析
＊消費者教育を実施した中学高校の生徒を対象とした調査・分析の件数 ４件 １件 ８件

（４）

消費者教育参加者数（中高生）
＊学校コーディネートによる消費者教育に参加した中学・高校生の人数 670人 3,319人 3,441人

（947）

＜実績＞ ※令和４年1月末現在 下段（）内は中学校



〇ポスター、リーフレットの作成
・都内各種学校、ネットカフェ、ボウリング場、消費生活センター等にて配布
○若者啓発用動画の作成、放映（予定）
・インターネットやＳＮＳ（twitter、YouTube）、交通広告（JR（山手線）、都営
地下鉄）、街頭ビジョン等にて広告掲出
○特別相談「若者のトラブル110番」の実施 など

（１）若者向け悪質商法被害防止キャンペーンの実施（令和５年１月～３月）

２ 注意喚起・情報発信

若者啓発用動画
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○東京くらしＷＥＢを通じた普及啓発 ○インターネット広告
（令和５年２月～３月予定）

（２）ＷＥＢ等を活用した普及啓発

・バナー広告からHP内の若者向けページに誘導

・成人年齢引き下げに関する特設ページの開設 等
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〇消費者トラブルをテーマにCMシナリオ及び動画を公募
（６月～10月）
○最終審査会（11月）
○完成したCM動画の公開（令和5年3月予定）

（３）消費者被害防止のための若者参加型事業の実施

花尾梨寿さんの作品
～～街頭アンケート編～～

男性
「君、ものすごく可愛いね♡もっとキレイに
なりたいとか思ったことある？」
女性
「ありますけど、、、」
男性
「今、アンケートに答えると、これ無料で
ゲットできるけど、どう？」
女性
「いえ、、、けっこうです。」
男性
「でも今だけだよ、お得だよ？」
女性
「私、今が一番可愛いのでけっこうです。」

NA
「断る勇気が大切！東京都消費生活総合セン
ターです。」

山崎貫太さんの作品
～～まだかな編～～

幹部
「まだかなー、まだかなー」
部下
「何がっすか。」
幹部
「何がってお前、成年年齢が18歳に引下げら
れんだろ。」
部下
「親の同意がなくても契約できるようになる
やつっすね。」
幹部
「カモが増えると思うと楽しみで寝られねー
よ。お正月より待ち遠しいよ。」

NA
「成年年齢引下げを、悪質事業者は待ちわび
ています。東京都消費生活総合センター」

𠮷田ゆりさんの作品
～～その女編～～

男性1
「最近ネット上で仲良くなった子がい
るんだけど絶対自分に気があると思う
んだよね。で、この前誕生日だからっ
て高いブランド物のバッグを買ってほ
しいって頼まれちゃってさ～。まぁそ
こも可愛いんだけど。」
男性2
「あぁ、その女、オレだわ。」

NA
「画面の向こう側はどんな人かわかり
ません。あやしいと思ったらまず相談。
東京都消費生活総合センターです。」

昨年度の入賞作品と、作品を元に制作した啓発映像
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○都区市町村合同研修の実施（消費生活行政職員等の知識や実務能力の向上）
・９回 １，２７２人

○市町村との共催講座の開催（講座開催に関するノウハウを提供）
・１５回 ３０７人

○東京都消費者啓発員の派遣による講座実施の支援
・６回 １１０人

３ 区市町村支援

〇学校向けメルマガの配信
・大学・専修学校等（104校）、全都立学校教員及び希望のあった私立学校（14校）

○教員向け消費者教育情報提供誌「わたしは消費者」発行（年4回）
・教員向けに消費生活上の課題や消費者教育教材等について情報提供
〇校長連絡会・義務教育連絡会等での周知
・消費者教育コーディネーター制度と具体的な相談例を交えた活用方法を提示する等、
各種周知を実施

（４）学校への情報発信
資料３－⑦



〇くらしフェスタ東京の
開催（メインは10月）

・「WEB交流フェスタ」
特設サイトの開設

・オンライン講演会の開催
・エシカル消費に関するオ
ンラインワークショップ
を開催

（２）消費者団体との協働
事業

〇シンポジウムの開催
（７月）
「人生100年を生き抜く
ための金融リテラシー」
・受講人数 227人

（１）事業者団体等との
連携による消費生活講座

〇特設WEBページの
開設

（３）計量に関する周知
活動と教育の推進

４ 全世代に向けた消費者教育の取組

親子はかり教室
（7~9月）

都民計量のひろば
（10~12月）
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〇TOKYOエシカルの展開

・公募により賛同いただいた91のパートナー企業・団体と共に
エシカル消費を日常にするための社会的ムーブメントを創出するプロジェクトを
開始

・専用WEBサイト・SNSにおいてエシカル消費に係る情報発信を開始
（発信内容）
・パートナー企業・団体の取組紹介記事
・アンバサダーと有識者の対談記事
・エシカル消費に関する最新ニュース
・様々な分野で活躍している方が日頃から意識・実践しているエシカル消費を
紹介する連載「マイエシカル～私にとってのエシカル消費～」 等

・今後、パートナー企業・団体と体験の場の創出などの協働事業を実施予定

（４）エシカル消費の理解の促進
資料３－⑨

＜専用WEBサイト＞



〇区市町村教育委員会を対象とした消費者教育・環境教育推進委員会を、義務教育指導課事

業説明会として年間３回開催

〇消費者教育コーディネーター制度を活用し、学校現場と連携することにより、さらなる消

費者教育の推進を図る。

〇若者参加型事業を通じた情報発信

・消費者トラブルをテーマに若者からＣＭシナリオ及び動画を公募。クリエイター等が

選考し、受賞作品をもとに制作したＣＭ動画をＳＮＳやフォーラム等で公開

・契約や消費者トラブルについて学べるeラーニング教材等を作成し、学校での活用を

推進

〇TOKYOエシカルの展開

・パートナー企業・団体とともに、未来を担う子供達に向けた取組（例：エシカル社会科

見学）やエシカル消費体験・体感企画（例：エシカルマルシェ）などの協働事業を実施

・都民等のエシカル消費の認知・関心の向上、行動喚起につながる一元的な情報発信を拡充

令和５年度の主な取組予定

１ 学校教育における消費者教育の推進

２ 注意喚起・情報発信

３ エシカル消費の理解の促進
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